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令和元年 6月 ‐13日

各 都 道 府 県 i知 事

各指定都市■中核市市長

,徽道府県教育委員会教育長
.各
指定都市・中核市教育委員会教育長

文部科学省総合教育政策局長

厚生労働省子ども家庭局長

( i公 1印  省 略｀
)

地域の自主性及び自立性を高めるためつ碑草の推進を図るための関係法律の整備
に関す冷券律にょる就学煎の子0もに菌すゃ教育―侭育等あ総合的な峯供の推進
に関する法律の■部を改正する法律及び教育職員免許法の改正にっいて (通知)i

第198回国会において成立して令不日元年61月 7日 に公布された地域の自主性及び自立性
を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律 (令和万年法律第
26与。以下「第0次地方分権下括法Jと いうi)により、就学前?子:ど もに関する教育、
保育等の俗合的な提Ⅲの挙進に関する法律のr部を改正する法律 (平成24年法律第66号。

黙下「認定とども国法一部改正法Jと ぃうど)及び教育職具み諸券 (確和ゑ4年法律第147

号)が改手され暮レた (別添工参瞬)。  !  ぃ  ‐ f i  f f l !
これらめ改正の概要等は下記のとおりですので〔十分に御了宍円の■、導用に遺漏のない

よう願います。 ■                 ・       I   ■
各都道府県知事とこおかれては、域内|の市区町村〈指定都市。中核市を除くど)1こ対して、

都道府県教育委員会におかれては、域内の市区町村教育委員会 (指定都市教育委員会:。 申
核市教育委員会を除く。)に栽して、本法令の周知を図るとともにヽ 適切な運用が図られ
るよう配慮願います。 ―

なお、本改正に伴 う関係法令及び通知の改正については、追ちてこれを行い、別途通知

する予定です。      i

( 略省印公 )
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1 改正め続要   |    
―       !         ・

(1)改正の趣旨   : ・

地方公共団体が設置及び認可等を行う幼保連携型認定こども園の安定的な運営のため

の本材眸儡を可能としⅢ幼枠甲又は分育所等から幼保連携型認定こども園
^の

円滑な移

行を促進することにより、地域における幼児期の狭育及び保育の‐体的な提供や待機児

童対策に資するため、幼イ呆連携型認定こども菌の保育教諭の資格要件等についそ緩和す

る特例を延長する「もの。   `・

(2)改正の内容  : i f i
①穏定こども国券一部革正法の下部改

=関
係 (第 9次地方分権―括法第2条 )

以下 (i)及び (五 )の特ケlJの期F翻について、認定こども園法二部改正法の施行の日

から5年間 (令和五年度本)と なうていたものを、認定こども園法一部改正法の施行の

日から10年間 (令和6年度末)11改あることとしたこと。

(1)保育教諭等の資格り笹例:教
育及び保育を一体的に提供する幼保連携型認定こども園で勤務する保育教諭等

.は、原貝Jと して、幼稚園教諭免許状を有し、保育士の登録を受けた者でなければなら

ないが、認定こども薗法‐部改正法附則第
:5条

第1項及び第2項の規定1'こ より、特例
,と して、幼権園教諭免許状の授阜文は具育士の登録のいずれか一方を受けてし、れば、

保育教諭等となることができるも

(工 )旧免許状所持者の支新講誓あ受講義務の特例  : .
摯育酵員の免許状夏新製ダ導本さ■る前ゐ旧免許状所持者は、原則として、更新

講習を受講しなければ保育教諭等を含む教育職員になることができないが、認定こど

国ヽ法一部改正法附貝U第 5条第3項の規定により、特例として、軍新蓄習を受講して

いない幼稚園教論のI日免許状所持者であっても、保育士の登録を受けていれば、保育

教諭等モなるキ|がで斉!ると i  :             f i  l

②教育職員免許法のと
4改正関係 (第 94地方分権一括法第4条 )

保育士の基録を受けている者であつて車部科学省苓お定ある基礎資落を有するものイと

対して、教育織景免許法第6条第 1項による教育職員検定により幼稚園教諭の二種免許

状又は二種免許状を授与する場合の学力及び実務の検定の特例の期間について、認定こ

ども園法二部改正法の施行の日から5年を経過するまでの間となちていたものを、認定

こども園法一部改正法の施行の日から 1ヽ0年を経過するまでの間に改めることとしたこ

と。              |

2 雄行期日 (第 9次地方/刀` 権二括法附則第■第3号 )

1の改正の施行期日は、令和2年 4月 ■日としたことき

1
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留意事項         :    !        :
都道府県。指定都市。中核市においては、「教育委員会等の庁内関係部局や、域内の養

成機関、関係由体、市区町村等と連携を図りつつ、幼警国教諭免許状又は保育士資格を
,

有していない保育教諭等が円滑に幼稚園教諭免許状及び保育士資格を取得・併有できる

よう、「必要な情報提供や関係機関等との調整などあ支援に努めていただきた↓!ヽ ことと

以上

【別添資料】

第9次地方分権一括法 (本文・新旧対象表)(関係部分抜粋)

本件連絡先
<認定こども園法一部改正法について>
内閣府子ども。子育て本部

電 話 :03■6257-3095(直通)

e―mail i kodottokosodatelkaioca。 .gO.」 p

<教育職員免許法について>
文部科学省総合教育政策局教育人材政策課

電「話 :0315259‐4111(内線 :.3969)

eTmail :4enkyOOmext.go.jp

-3‐



地
域
の
自
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及
び
自
立
性
を
高
め
る
た
め
の
改
革
の
推
進
を
図
る
た
め
の
関
係
法
律
の
整
備
に
関
す
る
法
律

八抄
）

第

一
条

　

（略
）

（就
学
前
の
子
ど
も
に
関
す
る
教
育
、
保
育‐
等
Ｑ
経
合
的
な
提
供
の
推
進
一に
関
す
る
法
律
の
二
部
を
改
正
す
る
法
律
の
一
部

・
改
正
）
　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

．　

　

　

　

　

　

．　
・

オ

第
二
条
　
就
洋
前

つ
子
ど
ヽ
に
関
す
る
教
科
い
保
言
等
δ
総
各
社

・
な
握
狭
つ
推
進
一に
憫
す
る
法
律
つ
一
静
を
改
正
す
る
杵
符

（

平
成
二
十
四
年
法
律
第
六
十
六
号
▼

の

一
部
を
次

の
よ
う
に
改
正
す
る
「　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一　
　
　
　
・　
　
　
　
　
一

．附
貯
箸
五
無
柱

すェ
午
酢
■
を

「十
年
間
」
に
改‐
ヶ
今
生

．
．　
　
　
一　
　
　
　
　
　
　
　
　
一　
　
　
一　
　
　
　
　
一

第
二
条

　

（略
）

（教
育
職
員
免
許
法
の
二
部
改
正
）

第
四
条
　
教
育
職
員
免‐
許
法

（昭
和
二
十
四
年
法
．律
第
一百
四
十
七
号
）

の

二
部
を
た
ヶ
ェ

，
に
改
正
■
る
・

附
則
第
十
人
項
中

「五
年
」
を

「十
年
」
に
改
め
る
。　
　
　
　
　
　
　
　
　
・　
　
・

第
五
条
～
第
十
三
条

　

（略
▼

附

貝lJ



（施
行
期
日
）

第

一
条
　
こ
の
法
律
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
い
次
の
各
号
に
掲
げ
る
規
定
は
、
当
該
各
号
に
定
め
る
日
か
ら

施
行
す
る
！

一　　・　一　一　　　　（巌膝叩）　　　　・　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　　　　　　　　　　　　　　一　　　　　　　　　　　　　　、

〓
一　
第
二
条
〔
舞
町
条
、
第
九
粂
及
び
第
十
二
条
か
規
を
と
び
に
附
財
第
二
籍
え
び
第
六
粂

八
第

一
子
に
掲
げ
る
改
正
規
定

を
除
ぐ
。
一）
の
規
定
　
平
成
二
十
二
年
四
月

一
耐

四

　

（略
）

第
二
条

，
第
人
条

．
（略
）
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整
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法
律
　
新
旧
対
照
条
文

（抜
粋
）

○
　
就
学
前
の
子
ど
も
に
関
す
る
教
育
、
保
育
等
の
総
合
的
な
提
供
の
推
進
に
関
す
る
法
律
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律

（平
成
二
十
四
年
法
律
第
六
十
六
号
）

附
　
則

火
保
育
教
諭
等
の
資
格
の
特
例
）

第
五
珠
　
施
行
日
か
ら
起
算
し
て
刊
¶
瑚
は
、
新
認
定
こ
ど
も
園
法
第
十
五
条
第

一
項

の
現
定
に
か
か
力
ら
ず
、
幼
稚
日
の
教
諭
の
普
通
免
許
状

（教
育
職
員
免
計
法

（昭

和
二
十
四
年
法
律
第
百
四
十
七
号
）
第
四
条
第
二
項
に
規
定
す
る
普
通
免
許
状
を
い

う
。
）
を
有
す
る
者
又
は
児
童
福
祉
法

（昭
和
二
十
二
年
法
律
第
百
六
十
四
；
）
第

十
人
条
の
十
人
第

一
項
の
登
録

（第
二
項
に
お
い
て
単
に

当
登
録
」
と
い
う
。
）
を

一受
け
た
者
は
、
主
幹
保
育
教
諭
、
指
導
保
育
教
諭
、
仕
育
教
諭
又
は
講
師

（保
育
教

諭
に
準
ず
る
職
務
に
従
事
す
る
も
の
に
限
る
。
）
と
な
る
こ
と
が
で
き
る
「

２
　
施
行
日
か
ら
起
算
し
て
刊
¶
闘
は
ハ
新
認
定
こ
ど
も
固
法
第
十
五
条
第
四
項
の
規

定
に
か
か
わ
ら
ず
、
幼
稚
園
の
助
教
諭
の
臨
時
免
許
状

（教
育
職
員
免
許
法
第
四
条

第
四
項
に
規
定
す
る
臨
時
免
許
状
を
い
う
。
）
を
有
す
る
者
は
、
助
保
育
教
諭
又
は

‥講
師

（助

・
保
育
教
諭
に
準
ず
る
職
務
に
従
事
す
る
も
の
に
限
る
。
）
と
な
る
こ
と
が

で
き
る
。

３
　
施
行
日
か
ら
起
算
し
て
十
年
間
は
、
教
育
職
員
免
許
法
及
び
教
育
公
務
員
特
例
法

の
一
部
を
改
正
す
る
法
律

（平
成
十
九
年
法
律
第
九
十
人
号
）
附
則
第
二
条
第
七
項

に
規
定
す
る
旧
免
許
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所
持
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で
あ
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て
、
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第
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項
に
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定
す
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更
新
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習
修

（抄
）
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二
条
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係
）

（傍
線
部
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改
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分
）
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則
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育
教
諭
等
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資
格
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任
例
）
　

　

　

　

　

・

第
五
条
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行
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ち
起
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ｔ
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号
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に
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す
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普
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を
い
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有
す
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又
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六
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。
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有
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助
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育
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又
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講
師

助ヽ
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育
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諭
に
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る
職
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に
従
事
す
る
∫
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。
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る
こ
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。
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３
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法
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育
公
務
員
特
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法
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一
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正
す
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法
律
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九
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法
律
第
九
十
人
号
）
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第
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第
七
項
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持
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Ｏ
　
教
育
職
員
免
許
法

（
昭
′

和

二
十
四
年
法
律
第

百
四
十
七
号
）

（抄
）

（第

四
条
関
係
）
　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　

（傍
線
部
分
は
改

正
部
分
）

頸

　

「
現
行
」

は
、
教
育

公
務
員
特
例
法
等

の

一
部
を
改

正
す

る
法
律

（平
成

二
十
人
年
法
律
第
人
十
七
号
）
第

二
条

に
よ
る
改
正
後

（平
成

二
十

一
年
四
月

一
日
施
行
）

の
も

の

附
　
則
ヽ

‐８
・
児
童
福
祉
法

（昭
和
三
十
二
年
法
律
第
百
六
十
坦
号
）
第
十
人
条
の
十
人
第

一
項

に
規
定
す
る
保
育
士
の
登
録
を
ｔ
て
い
る
者
で
あ
つ
て
学
士
の
学
位
又
は
短
期
大
学

士
の
学
位
そ
の
他
の
文
部
科
学
省
令
で
定
め
る
基
礎
資
格
を
有
す
る
も
の
に
対
し
て

教
育
職
員
検
定
に
よ
り
坊
稚

・
園
つ
教
諭
の
一
種
免
許
状
又
は
二
種
免
許
状
を
授
与
す

拓
場
拾
■
お
け
る
学
力
吸
び
実
務
つ
筏
定
は
、
語
定
こ
ど
も
園
法

一
部
改
正
法
の
施

行
の
日
か
ら
起
凍
し
て
刊
¶
を
経
過
す
る
ま
で
の
間
は
、
第
六
条
第
二
項
の
規
定
に

か
か
わ
ら
ず
、

当
該
基
礎
資
格
を
取
得
し
た
後
文
部
科
学
省
令

で
定
め
る
職
員
と
し

て
良
好
な
成
績

で
勤
務
し
た
旨

の
実
務
証
叫
責
任
者

の
証
光
を
有
す
る
こ
と
を
必
雰

と
す
る
最
低
左
職
年
数
及
び
当
該
基
礎
資
格
を
取
行
ｔ
た
後
大
学
そ
の
他

の
文
部
科

学
省
令
で
定
め
る
機
関
に
お
い
て
修
得
す
る
こ
と
を
必
要
と
す
る
最
低
単
位
狂
と
し

て
女
部
科
学
省
令
で
定
め
る
も
の
に
ェ
る
も
の
と
す
る
。

こ
の
場
合
に
お
ド

ｔ
、
同

条
第
四
項
及
び
第
九
条
第
四
項

の
規
定

の
適
用
に

つ
い
て
は
、
第
六
条
第
四
項
中

「

得
た
日
■
と
あ
る
の
は

「得
た
日
又
は
附
則
第
十
人
項

の
文
部
科
学
省
令

で
だ

め
る

最
低
准
職
年
数
を
満
た
し
、
か

つ
、
同
項

の
文
部
科
学
省
令
で
定
め
る
最
低
単
位
数

を
修
得
ｔ
た
日
■
と
、
第
坑
条

第
四
項
中

「得
た
日
」
と
あ
る
ら
は

「得
た
討
若
し

く
は
附
則
第
十
人
項

の
文
部
科
学
省
令

で
定
め
る
最
低
在
職
年
数
を
満
た
し
、
か

つ

、
同
項
の
文
部
科
学
省
令

で
定
め
る
最
低
単
位
数
を
修
得
し
た
耐
」
と
す
る
。

改

　

正

　

案

附
　
則

‐８
　
況
童
福
祉
法

（昭
和
三
十
二
年
法
律
第
百
六
十
四
；
）
第
■
人
条
の
十
人
第
一
項

に
規
定
す
る
保
育
士
ｐ
登
録
を
ｔ
て
い
る
者
で
あ
つ
て
学
士
の
学
位
又
は
短
期
大
学

士
つ
学
位
そ
の
他
の
文
部
科
学
省
令
で
定
ｂ
る
基
礎
資
格
を
有
す
る
も
の
に
対
し
て

一教
清
職
員
検
定
に
ょ
り
幼
碓
園
の
教
諭
つ
一
種
免
許
状
又
は
二
種
免
許
状
を
授
与
す

る
場
合
に
お
け
る
学
力
扱
び
実
務
の
検
定
は
Ａ
認
だ
と
ど
も
園
法

一
部
改
と
卜
の
施

行
の
日
み
ち
起
算
ｔ
て
劇
¶
を
経
過
す
る
ま
で
の
間
Ｌ
〔
第
六
条
第
二
項
の
規
定
に

・力
か
わ
ら
ず
、
当
該
基
礎
資
格
そ
取
得
し
た
後
文
部
科
学
省
令
で
定
め
る
職
員
と
し

て
良
好
な
成
績
で
勤
務
し
た
旨
の
妄
務
証
明
責
任
者
の
証
明
を
在
す
る
こ
と
を
必
要

と
す
る
最
低
在
職
年
数
及
び
当
該
基
礎
資
格
を
取
得
し
た
後
大
学
そ
０
他
の
文
部
科

学
省
令
で
掟
ゆ
る
機
関
に
お
い
て
修
希
す
る
こ
と
を
必
要
と
す
る
駐
低
単
位
数
と
し

て
文
部
科
学
省
令
で
定
め
る
も
の
に
よ
る
も
の
と
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
け
て
、
同

条
第
四

‥項及
び
第
九
条
第
四
項
の
規
定
の
適
用
に
っ
い
て
は
、
第
大
条
第
四
項
中

「

得
た
日
」
と
あ

‥る
の
は

「得
た
羽
又
は
附
則
第
十
人
項
の
文
部
科
学
省
令
で
定
め
る

最
低
在
職
年
数
を
満
た
し
、
か
つ
、
桐
項
の
文
部
科
学
省
令
で
定
ゅ
る
最
低
単
位
数

を
修
得
し
た
日
」
と
、
第
九
条
第
四
項
中

「得
た
日
」
と
あ
る
の
は

「得
た
日
若
し

く
は
附
則
第
十
人
項
の
文
都
科
学
省
令
で
定
め
る
最
低
在
職
年
数
を
満
た
し
、
か
つ

ム
同
項
の
文
都
科
学
省
令
で
定
め
る
最
低
単
位
数
を
修
得
し
た
日
」
と
す
る
。
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